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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
八
百
三
十
四
号
東
京

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

荒
川
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
三
・
三
・
百

二
十
七
号
町
屋
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
三
年
六
月
十
一
日
か
ら
令
和
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

令
和
三
年
東
京
都
告
示
第
八
百
三
十
四

号
の
事
業
地
の
う
ち
、
荒
川
区
町
屋
七

丁
目
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す

る
。

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

取
消
し
に
係
る

道
路
の
種
類

取
消
年
月
日

取
消
し
に
係
る

道
路
の
位
置

取
消
し
に
係
る

道
路
の
延
長
及

び
幅
員
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

令
和
五
年
三

月
十
六
日

昭
島
市
中
神
町

字
中
新
畑
千
百

延
長五

一
・
四
七

の
規
定
に
よ
る

道
路

七
十
一
番
六
十

六
、
同
番
六
十

八
及
び
同
番
六

十
九

幅
員

五
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
十
四
号

東
京
都
立
代
々
木
公
園
の
整
備
・
管
理
運
営
事
業
（
公
募
設
置
管

理
制
度
）
に
お
け
る
認
定
公
募
設
置
等
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
五
条
の
六
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
認
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

認
定
計
画
提
出
者

代
々
木
公
園
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｓ

二

変
更
を
認
定
し
た
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

三

認
定
の
有
効
期
間

公
募
対
象
公
園
施
設
の
工
事
着
手
の
日

か
ら
二
十
年
間

四

指
定
し
た
公
募
対
象

公
園
施
設
の
場
所

渋
谷
区
神
南
一
丁
目
地
内

公

告

登
録
販
売
者
試
験
の
実
施
に
つ
い
て

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
六

条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
販
売
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実

施
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

試
験
日

令
和
五
年
九
月
十
日
（
日
曜
日
）
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二

試
験
の
時
間

午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時
三
十
分
ま
で

三

試
験
場
所

芝
浦
工
業
大
学
豊
洲
キ
ャ
ン
パ
ス
（
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
七
番

五
号
）
、
昭
和
女
子
大
学
世
田
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
（
世
田
谷
区
太
子

堂
一
丁
目
七
番
五
十
七
号
）
及
び
東
京
工
科
大
学
八
王
子
キ
ャ
ン

パ
ス
（
八
王
子
市
片
倉
町
千
四
百
四
番
地
一
）

受
験
し
よ
う
と
す
る
者
が
多
数
あ
っ
た
場
合
に
は
、
他
に
も
試

験
場
所
を
設
け
る
。

四

試
験
方
法

筆
記
試
験

五

申
請
書
類

㈠

受
験
願
書
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び

安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年

東
京
都
規
則
第
七
十
六
号
。
以
下
「
細
則
」
と
い
う
。
）
別
記

様
式
第
九
号
に
よ
る
。
）

㈡

写
真
台
帳
（
細
則
別
記
様
式
第
十
号
に
縦
四
・
五
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
、
横
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
出
願
前
六
月
以
内
に

撮
影
し
た
無
帽
、
上
半
身
、
正
面
向
き
の
写
真
を
貼
り
付
け
た

も
の
）

六

試
験
手
数
料

一
万
三
千
六
百
円

七

申
請
書
類
の
受
付
期
間

郵
送
に
よ
る
申
請
書
類
の
み
受
け
付
け
る
。

令
和
五
年
五
月
二
十
二
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
六
月
二
日

（
金
曜
日
）
（
当
日
消
印
有
効
）
ま
で

八

郵
送
場
所

郵
便
番
号

一
六
三－

八
六
九
六

日
本
郵
便
株
式
会
社

新

宿
郵
便
局
留

東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
薬
務
課

令
和

五
年
度
登
録
販
売
者
試
験
担
当

九

そ
の
他

㈠

問
合
せ
先

東
京
都
福
祉
保
健
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
登
録
販
売
者
試
験

担
当電

話
〇
三
（
五
三
二
〇
）
四
五
二
二

㈡

試
験
案
内
及
び
受
験
願
書
用
紙
等
は
、
東
京
都
福
祉
保
健
局

健
康
安
全
部
薬
務
課
、
都
内
各
保
健
所
及
び
島
し
ょ
保
健
所
各

出
張
所
に
お
い
て
、
令
和
五
年
五
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
か
ら

配
布
す
る
。

ま
た
、
試
験
案
内
及
び
受
験
願
書
用
紙
等
の
郵
送
希
望
者
に

は
、
令
和
五
年
五
月
十
六
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
三
日

（
火
曜
日
）
（
当
日
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
切
手
を
貼
っ
た
角

形
二
号
サ
イ
ズ
の
封
筒
を
送
付
し
た
場
合
に
限
り
、
郵
送
配
布

す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

品
川
シ
ー
サ
イ
ド
フ
ォ
レ
ス
ト
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

二

店
舗
所
在
地

品
川
区
東
品
川
四
丁
目
十
二
番
四
号
ほ

か

三

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
ほ
か
一

名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
ほ
か
十
五

名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
ほ
か
十
七

名

七

変
更
日

令
和
四
年
十
二
月
二
十
日
ほ
か

八

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
三
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

株
式
会
社
ル
ミ
ネ
立
川
店
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二

店
舗
所
在
地

立
川
市
曙
町
二
丁
目
一
番
一
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ル
ミ
ネ

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ー
ズ
ほ
か
百

六
十
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ー
ズ
ほ
か
百

五
十
六
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
シ
ェ
ル
ガ
ー
デ
ン
ほ
か
二
十

四
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

渋
谷
区
本
町
二
丁
目
六
番
三
号
（
株
式

会
社
ゴ
ン
チ
ャ
ジ
ャ
パ
ン
）
ほ
か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

港
区
新
橋
四
丁
目
十
一
番
一
号
（
株
式

会
社
ゴ
ン
チ
ャ
ジ
ャ
パ
ン
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

稲
富

仁
（
株
式
会
社
シ
ェ
ル
ガ
ー
デ

ン
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

野
口

裕
二
（
株
式
会
社
シ
ェ
ル
ガ
ー

デ
ン
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
五
年
三
月
八
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

リ
ト
ナ
ー
ド
稲
城

二

店
舗
所
在
地

稲
城
市
東
長
沼
三
千
百
七
番
地
の
四

三

設
置
者
名

京
王
電
鉄
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
番
二
十
四
号

五

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

紅
村

康

六

変
更
後
の
設
置
者
の

代
表
者
名

都
村

智
史

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
京
王
ス
ト
ア

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

山
岸

真
也

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

川
田

裕
史

十

変
更
日

令
和
四
年
六
月
二
十
九
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
施
行
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

二

施
行
者
の
名
称

東
京
都

三

事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

四

事
業
地
の
所
在

別
表
の
と
お
り

別
表都

市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

事
業
地
の
所
在

備

考

東
京
都
市
計
画
公

園
事
業
第
五
・
五

・
二
十
五
号
目
黒

公
園

品
川
区
小
山
台
二

丁
目
地
内

令
和
五
年
四
月
三
日
関

東
地
方
整
備
局
告
示
第

百
十
八
号

西
東
京
都
市
計
画

公
園
事
業
第
五
・

五
・
一
号
東
伏
見

公
園

西
東
京
市
柳
沢
一

丁
目
地
内

令
和
五
年
四
月
三
日
関

東
地
方
整
備
局
告
示
第

百
十
九
号

町
田
都
市
計
画
緑

地
事
業
第
一
号
小

山
田
緑
地

町
田
市
下
小
山
田

町
字
梅
木
窪
地
内

令
和
五
年
四
月
三
日
関

東
地
方
整
備
局
告
示
第

百
二
十
二
号
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